
 京都市動物園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市動物園条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市動物園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表遊戯施設の項中「２６０」を「２７０」に，「４６０」を「４８０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市動物園条例施行規則の規定は，この規則の施行の日以

後の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料については，なお従

前の例による。 

（動物園） 
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